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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両（ＭＡ）が走行する走路を推定する車両制御装置（２０）であって、
　前記走路を区画する区画線を認識する区画線認識部と、
　前記自車両の前方に存在する先行車両を認識する車両認識部と、
　認識された前記先行車両の位置の履歴に基づいて、前記先行車両の走行軌跡を推定する
軌跡推定部と、
　認識された前記区画線に基づいて、前記走路を特定する複数の走路パラメータとして、
複数の第１パラメータを推定する第１推定部と、
　推定された前記走行軌跡に基づいて、前記複数の走路パラメータとして、複数の第２パ
ラメータを推定する第２推定部と、
　推定された各第１パラメータの第１信頼度をそれぞれ算出する第１信頼度算出部と、
　推定された各第２パラメータの第２信頼度をそれぞれ算出する第２信頼度算出部と、
　前記走路パラメータのそれぞれについて、前記第１信頼度及び前記第２信頼度に応じて
、前記第１パラメータと前記第２パラメータとを統合して、統合パラメータを算出するパ
ラメータ統合部と、を備え、
　算出された前記統合パラメータに基づいて前記走路を推定する車両制御装置。
【請求項２】
　前記複数の走路パラメータは、前記走路の曲率と、前記走路の幅方向における前記自車
両の位置に対する前記走路の幅方向の中心のオフセットとを含み、
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　前記第１信頼度算出部は、前記第１パラメータとしての前記曲率及び前記オフセットの
前記第１信頼度をそれぞれ算出し、
　前記第２信頼度算出部は、前記第２パラメータとしての前記曲率及び前記オフセットの
第２信頼度をそれぞれ算出し、
　前記パラメータ統合部は、前記曲率及び前記オフセットのそれぞれについて、前記第１
パラメータと前記第２パラメータとを統合して、前記統合パラメータを算出する請求項１
に記載の車両制御装置。
【請求項３】
　前記第１信頼度算出部は、前記第１パラメータのそれぞれについて、前記第１パラメー
タの時系列上の変化率に基づいて前記第１信頼度を算出し、
　前記第２信頼度算出部は、前記第２パラメータのそれぞれについて、前記第２パラメー
タの時系列上の変化率に基づいて前記第２信頼度を算出する請求項１又は２に記載の車両
制御装置。
【請求項４】
　前記パラメータ統合部は、前記走路パラメータのそれぞれについて、前記第１信頼度及
び前記第２信頼度に応じて、前記第１パラメータ及び前記第２パラメータのうちの一方を
選択し、選択した一方を前記統合パラメータとする請求項１～３のいずれか１項に記載の
車両制御装置。
【請求項５】
　前記パラメータ統合部は、前記走路パラメータのそれぞれについて、前記第１信頼度及
び前記第２信頼度に応じて、前記第１パラメータ及び前記第２パラメータのそれぞれに重
み付けし、重み付けした前記第１パラメータと前記第２パラメータとを足し合わせて前記
統合パラメータを算出する請求項１～３のいずれか１項に記載の車両制御装置。
【請求項６】
　前記パラメータ統合部により算出された各統合パラメータの統合信頼度をそれぞれ算出
する統合信頼度算出部を備え、
　前記統合信頼度算出部は、前記統合パラメータのそれぞれについて、前記統合パラメー
タに対応する前記第１パラメータと、前記統合パラメータに対応する前記第２パラメータ
との差が大きいほど、前記統合信頼度を低下させる請求項１～５のいずれか１項に記載の
車両制御装置。
【請求項７】
　前記車両制御装置は、前記統合パラメータに基づいて、前記自車両の運転支援を実施す
るものであって、
　前記統合信頼度に応じて、前記運転支援の度合を変化させる支援処理部を備える請求項
６に記載の車両制御装置。
【請求項８】
　前記支援処理部は、前記統合パラメータごとに、前記運転支援に用いる前記統合パラメ
ータの大きさ及び変化量の少なくとも一方を制限値に制限する制限部を備え、
　前記制限部は、前記統合信頼度に応じて、前記制限値を変化させる請求項７に記載の車
両制御装置。
【請求項９】
　自車両が走行する走路を推定する車両制御装置（２０）が実行する走路推定方法であっ
て、
　前記走路を区画する区画線を認識するステップと、
　前記自車両の前方に存在する先行車両を認識するステップと、
　認識された前記先行車両の位置の履歴に基づいて、前記先行車両の走行軌跡を推定する
ステップと、
　認識された前記区画線に基づいて、前記走路を特定する複数の走路パラメータとして、
複数の第１パラメータを推定するステップと、
　推定された前記走行軌跡に基づいて、前記複数の走路パラメータとして、複数の第２パ
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ラメータを推定するステップと、
　推定された各第１パラメータの第１信頼度をそれぞれ算出するステップと、
　推定された各第２パラメータの第２信頼度をそれぞれ算出するステップと、
　前記走路パラメータのそれぞれについて、前記第１信頼度及び前記第２信頼度に応じて
、前記第１パラメータと前記第２パラメータとを統合して、統合パラメータを算出するス
テップと、
を備える走路推定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両制御装置、及び車両制御装置が実行する走路推定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、路面に描かれた白線の認識結果や先行車両の軌跡を用いて、自車両が走行する走
路を推定し、推定した走路に基づいて運転支援を行う技術が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の自動運転制御システムは、認識した白線により特定される
走路に沿って自車を走行させる第一走行制御手段と、認識した先行車両に追従するように
、自車の走行を制御する第二走行制御手段と、を備えている。そして、上記自動運転制御
システムでは、白線の認識結果の時間的なばらつきや、認識した白線から算出した曲率と
車速及びヨーレートから算出した曲率との差に基づいて、第一走行制御手段から第二走行
制御手段に切り替えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２０６２７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　白線の認識結果及び先行車両の走行軌跡のいずれからでも、走路を特定する複数のパラ
メータを推定することはできる。従来、白線の認識結果に基づいて推定したパラメータと
先行車両の走行軌跡に基づいて推定したパラメータとを、択一的に切り替えて走路を推定
していた。しかしながら、本発明者は、パラメータによって、白線の認識結果に基づいて
推定したパラメータの方が精度のよいものもあれば、先行車両の走行軌跡に基づいて推定
したパラメータの方が精度のよいものもあるとの知見を得た。よって、白線の認識結果に
基づいて推定したパラメータと、先行車両の走行軌跡に基づいて推定したパラメータとを
、択一的に切り替えて走路を推定することは好ましくない。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑み、区画線の認識結果と先行車両の走行軌跡とを適切に用いて
、走路を高精度に推定することが可能な車両制御装置を提供することを主たる目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、自車両が走行する走路を推定する車両装置であって、前記走路を区画する区
画線を認識する区画線認識部と、前記自車両の前方に存在する先行車両を認識する車両認
識部と、認識された前記先行車両の位置の履歴に基づいて、前記先行車両の走行軌跡を推
定する軌跡推定部と、認識された前記区画線に基づいて、前記走路を特定する複数の走路
パラメータとして、複数の第１パラメータを推定する第１推定部と、推定された前記走行
軌跡に基づいて、前記複数の走路パラメータとして、複数の第２パラメータを推定する第
２推定部と、推定された各第１パラメータの第１信頼度をそれぞれ算出する第１信頼度算
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出部と、推定された各第２パラメータの第２信頼度をそれぞれ算出する第２信頼度算出部
と、前記走路パラメータのそれぞれについて、前記第１信頼度及び前記第２信頼度に応じ
て、前記第１パラメータと前記第２パラメータとを統合して、統合パラメータを算出する
パラメータ統合部と、を備え、算出された統合パラメータに基づいて前記走路を推定する
。
【０００８】
　本発明によれば、走路を区画する区画線が認識される。そして、認識された区画線に基
づいて複数の走路パラメータである複数の第１パラメータが推定され、推定された各第１
パラメータの第１信頼度がそれぞれ算出される。また、先行車両が認識され、先行車両の
走行軌跡が推定される。そして、推定された走行軌跡に基づいて複数の走路パラメータで
る複数の第２パラメータが推定され、推定された各第２パラメータの第２信頼度がそれぞ
れ算出される。
【０００９】
　外乱等の影響が少ない定常的な状況における二つの推定方法の基本特性は、走路パラメ
ータごとに異なる。よって、走路パラメータごとに、区画線に基づいた推定精度の方が高
くなったり、走行軌跡に基づいた推定精度の方が高くなったりすることもある。そのため
、走路パラメータを一まとめにして、第１パラメータと第２パラメータのどちらかを択一
的に選択することは望ましくない。ただし、自車両の走行における都度の状況においては
、外乱等の自車両が存在する環境における各種条件によって、二つの推定方法における走
路パラメータごとの推定精度の高低が、定常的な状況とは変わることもある。よって、走
路パラメータごとに、第１パラメータと第２パラメータとを統合するとしても、状況に関
わらず一様な統合をすることも望ましくない。そこで、走路パラメータのそれぞれについ
て、第１信頼度及び第２信頼度に応じて、第１パラメータと第２パラメータとが統合され
、統合パラメータが算出される。これにより、走路パラメータごとに、信頼度の高い統合
パラメータを算出できる。したがって、区画線の認識結果と先行車両の走行軌跡とを適切
に用いて、走路を高精度に推定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】車載カメラ装置及びレーダ装置の搭載位置を示す図。
【図２】車両制御装置の構成を示すブロック図。
【図３】白線認識から走路パラメータを推定する態様を示す図。
【図４】走行軌跡から走路パラメータを推定する態様を示す図。
【図５】統合パラメータを算出する態様を示す図。
【図６】運転支援を実施する処理手順を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、車両制御装置を具現化した実施形態について、図面を参照しつつ説明する。まず
、図１及び図２を参照して、本実施形態に係る車両制御装置の構成について説明する。本
実施形態に係る車両制御装置は、ＥＣＵ２０から構成されている。ＥＣＵ２０は、ＣＰＵ
、ＲＯＭ、ＲＡＭ及びＩ／Ｏ等を備えたコンピュータである。ＥＣＵ２０は、ＣＰＵがＲ
ＯＭに格納されているプログラムを実行することにより、後述する各機能を実現する。
【００１２】
　ＥＣＵ２０には、ＥＣＵ２０へ検知情報を入力するセンサとして、カメラ装置１０及び
レーダ装置１１が接続されている。また、ＥＣＵ２０には、ＥＣＵ２０から制御指令を出
力する装置として、操舵制御装置４０及び警報装置５０が接続されている。
【００１３】
　カメラ装置１０は、例えばＣＣＤイメージセンサ、ＣＭＯＳイメージセンサ、近赤外線
センサ等の単眼カメラ又はステレオカメラを含む装置である。図１に示すように、カメラ
装置１０は、例えばフロントガラスの上端付近で且つ車幅方向の中央付近に取り付けられ
ており、自車両ＭＡの前方へ向けて所定角度範囲で広がる領域を撮影する。そして、カメ
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ラ装置１０は、所定周期ごとに、撮影した画像をＥＣＵ２０へ送信する。
【００１４】
　レーダ装置１１は、例えば、ミリ波を送信波とするミリ波レーダを含む装置であり、図
１に示すように、自車両ＭＡの前端部分に設置されている。レーダ装置１１は、所定の検
知角で広がる領域内の物標の位置を検知する。具体的には、レーダ装置１１は、所定周期
で送信波を送信して、物標に反射された反射波を複数のアンテナにより受信する。そして
、レーダ装置１１は、送信波を送信してから反射波を受信するまでの時間から、自車両Ｍ
Ａから物標までの距離を算出する。
【００１５】
　また、レーダ装置１１は、ドップラー効果による反射波の周波数変化から、自車両ＭＡ
に対する物標の相対速度を算出する。さらに、レーダ装置１１は、複数のアンテナにより
受信した反射波の位相差から、物標の方位を算出する。物標の位置及び方位を算出できる
と、その物標の自車両ＭＡに対する相対位置を特定することができる。レーダ装置１１は
、所定周期ごとに、送信波の送信並びに相対位置と相対速度の算出を行い、算出した物標
の相対位置及び相対速度からなる検知情報をＥＣＵ２０へ送信する。なお、所定周期は、
カメラ装置１０における所定周期と同じでもよいし異なっていてもよい。
【００１６】
　操舵装置４０は、ＥＣＵ２０から送信された制御指令に基づいて、自車両ＭＡが走路内
の走行を維持するように、自車両ＭＡの操舵制御を実施する装置である。警報装置５０は
、自車両ＭＡの車室内に設置されたスピーカやディスプレイ、ブザーである。警報装置５
０は、ＥＣＵ２０から送信された制御指令に基づいて、走路逸脱警報を出力する。
【００１７】
　ＥＣＵ２０は、白線認識部２１、第１パラメータ推定部２２、第１信頼度算出部２３、
先行車両認識部２４、軌跡推定部２５、第２パラメータ推定部２６、第２信頼度算出部２
７、パラメータ統合部２８、統合信頼度算出部２９、及び支援処理部３０の機能を実現す
る。
【００１８】
　白線認識部２１（区画線認識部）は、カメラ装置１０により撮影された画像にsobelフ
ィルタ等を適用してエッジ点を抽出し、抽出したエッジ点に対してハフ変換等を行って、
自車両ＭＡが走行する走路（車線）を区画する左右の白線Ｌｌ，Ｌｒを認識する。白線認
識の手法は周知であるため、詳細な説明は省略する。なお、本実施形態では、白色の区画
線に限らず黄色の区画線等も含めた全ての区画線を白線と称する。
【００１９】
　第１パラメータ推定部２２（第１推定部）は、白線認識部２１により認識された白線に
基づいて、走路を特定する複数の走路パラメータを推定する。推定する走路パラメータは
、曲率ρ１、ヨー角φ１、オフセットｄ１である。曲率ρ１は走路の曲率、ヨー角φ１は
、自車両ＭＡの進行方向に対する走路の幅方向の中心線の傾きである。また、オフセット
ｄ１は、走路の幅方向における自車両ＭＡの位置に対する中心線のずれ量である。これら
の走路パラメータは、操舵制御装置４０による自車両ＭＡの操舵制御や、警報装置５０に
よる逸脱警報の出力に用いられる。
【００２０】
　具体的には、第１パラメータ推定部２２は、図３に示すように、認識した左右の白線Ｌ
ｌ，Ｌｒから、走路の幅方向の中心線Ｌｃを算出する。そして、第１パラメータ推定部２
２は、算出した中心線Ｌｃの曲率、自車両ＭＡに対する中心線Ｌｃの傾き、走路の幅方向
における自車両ＭＡの位置に対する中心線Ｌｃのずれ量を、曲率ρ１、ヨー角φ１、オフ
セットｄ１として算出する。本実施形態では、第１パラメータ推定部２２により算出され
た曲率ρ１、ヨー角φ１、オフセットｄ１が、それぞれ第１パラメータに相当する。
【００２１】
　第１信頼度算出部２３は、第１パラメータ推定部２２により推定された走路パラメータ
、すなわち曲率ρ１、ヨー角φ１、オフセットｄ１の信頼度Ｒρ１、Ｒφ１、Ｒｄ１をそ
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れぞれ算出する。信頼度は、各走路パラメータの推定精度を表し、推定精度が高いほど信
頼度は高い。具体的には、第１信頼度算出部２３は、各パラメータの時系列データの変化
率に基づいて、各パラメータの信頼度Ｒρ１、Ｒφ１、Ｒｄ１を算出する。一般的に、走
路が急激に変化することはなく、今回の処理タイミングで算出したパラメータの値が、前
回の処理タイミングで算出したパラメータの値から、急激に変化することはない。しかし
ながら、自車両ＭＡから遠方における白線を用いたパラメータの推定精度が低下したり、
自車両ＭＡが存在する環境下での各種条件によってパラメータの推定精度が低下したりし
て、パラメータの時間変化率が急激に変化することがある。この場合、パラメータの推定
値が急激に変化したことに基づいて、パラメータの推定値の信頼度が低下した旨を把握で
きる。なお、定常的な状況において画像に基づいて白線を認識する場合、自車両ＭＡの近
傍における認識精度よりも遠方における認識精度は低くなる。
【００２２】
　よって、第１信頼度算出部２３は、各パラメータについて、例えば、前回算出したパラ
メータの値に対する今回算出したパラメータの値の変化量が、判定値よりも大きい場合に
、信頼度Ｒρ１、Ｒφ１、Ｒｄ１を基準値よりも低くする。第１信頼度算出部２３は、判
定値を段階的に用意しておき、最高値から最低値までの間において、信頼度Ｒρ１、Ｒφ
１、Ｒｄ１を段階的に算出してもよいし、変化量が大きいほど信頼度Ｒρ１、Ｒφ１、Ｒ
ｄ１を低く連続的に算出してもよい。走路が急カーブの形状となっている場合、パラメー
タの時間変化率は比較的大きくなるが、一般に画像に基づいた急カーブの認識精度は比較
的低いため、信頼度が低く算出されてもよい。このようにして、走路パラメータごとに、
時系列上の変化率を逐次監視することにより、定常的な状況における推定精度に、都度の
状況における各種条件を加味した信頼度が判定される。なお、白線が認識できなかった場
合は、信頼度Ｒρ１、Ｒφ１、Ｒｄ１を例えば０にする。
【００２３】
　先行車両認識部２４は、レーダ装置１１から送信された検知情報から物標の位置（第１
位置）を取得する。また、先行車両認識部２４は、カメラ装置１０により撮影された画像
からエッジ点を抽出し、抽出したエッジ点に対してハフ変換等を行って、物標の存在を示
す特徴点を抽出する。そして、先行車両認識部２４は、抽出した特徴点から物標の位置（
第２位置）を取得する。さらに、先行車両認識部２４は、互いに近傍に位置する第１位置
と第２位置とを、同じ物標に対応するものであると対応づける。第１位置と第２位置とが
互いに近傍に存在し、レーダ装置１１及びカメラ装置１０により物標の位置が精度良く取
得できている状態を、フュージョン状態と称する。
【００２４】
　先行車両認識部２４は、フュージョン状態であると判定した物標について、画像から抽
出した特徴点に対してパターンマッチングを行う。そして、先行車両認識部２４は、物標
が車両であるか歩行者であるかを判別し、判別した種別を物標に対応づける。さらに、先
行車両認識部２４は、物標ごとに、自車両ＭＡに対する相対位置及び相対相度を対応づけ
る。そして、先行車両認識部２４は、取得した物標の中から、自車両ＭＡの走路の前方を
走行し、自車両ＭＡが追従可能な先行車両ＭＢを認識する。
【００２５】
　軌跡推定部２５は、先行車両認識部２４により認識された先行車両ＭＢの位置の履歴に
基づいて、先行車両ＭＢの走行軌跡Ｔｃを推定する。具体的には、軌跡推定部２５は、図
４に示すように、先行車両ＭＢの位置の履歴Ｐ１～Ｐ５を繋いで、走行軌跡Ｔｃを算出す
る。少なくとも３つの先行車両ＭＢの位置の履歴があれば、走行軌跡Ｔｃが算出される。
【００２６】
　第２パラメータ推定部２６（第２推定部）は、軌跡推定部２５により推定された走行軌
跡Ｔｃに基づいて、走路を特定する複数の走路パラメータを推定する。推定する走路パラ
メータは、曲率ρ２、ヨー角φ２、オフセットｄ２であり、それぞれ曲率ρ１、ヨー角φ
１、オフセットｄ１に対応する。
【００２７】
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　具体的には、第２パラメータ推定部２６は、算出した走行軌跡Ｔｃの曲率、自車両ＭＡ
の進行方向に対する走行軌跡Ｔｃの傾き、走路の幅方向における自車両ＭＡの位置に対す
る走行軌跡Ｔｃのずれ量を、曲率ρ２、ヨー角φ２、オフセットｄ２として算出する。本
実施形態では、第２パラメータ推定部２６により推定された走路パラメータ、すなわち曲
率ρ２、ヨー角φ２、オフセットｄ２が、それぞれ第２パラメータに相当する。
【００２８】
　第２信頼度算出部２７は、第２パラメータ推定部２６により推定された走路パラメータ
、すなわち曲率ρ２、ヨー角φ２、オフセットｄ２の信頼度Ｒρ２、Ｒφ２、Ｒｄ２をそ
れぞれ算出する。具体的には、第１信頼度算出部２３による信頼度Ｒρ１、Ｒφ１、Ｒｄ
１と同様に、各パラメータの時系列データの変化率に基づいて、各パラメータの信頼度Ｒ
ρ２、Ｒφ２、Ｒｄ２を算出する。信頼度Ｒρ２、Ｒφ２、Ｒｄ２の算出手法は、信頼度
Ｒρ１、Ｒφ１、Ｒｄ１と同様であるから、詳細な説明は省略する。なお、先行車両ＭＢ
が認識できず、走行軌跡Ｔｃを推定でなかった場合は、信頼度Ｒρ２、Ｒφ２、Ｒｄ２の
信頼度を例えば０にする。また、走行軌跡Ｔｃを推定できたが、位置の履歴のサンプリン
グ数が比較的少ない場合には、信頼度Ｒρ２、Ｒφ２、Ｒｄ２の信頼度を低下させてもよ
い。
【００２９】
　パラメータ統合部２８は、第１パラメータである曲率ρ１、ヨー角φ１、オフセットｄ
１と、第２パラメータである曲率ρ２、ヨー角φ２、オフセットｄ２とを統合して、車両
制御に用いる曲率ρ０、ヨー角φ０、オフセットｄ０を算出する。本実施形態では、曲率
ρ０、ヨー角φ０、オフセットｄ０がそれぞれ統合パラメータに相当する。
【００３０】
　ここで、一般に、晴天の日中のような外乱の影響が少ない定常的な状況では、白線の認
識結果に基づく推定精度の方が高い走路パラメータと、走行軌跡Ｔｃに基づく推定精度の
方が高い走路パラメータとがある。一般に、白線の認識精度は、自車両ＭＡの近傍よりも
遠方の方が低くなるため、自車両ＭＡの近傍で認識した白線だけから算出するオフセット
ｄ１の推定精度は比較的高くなるが、自車両ＭＡから遠方で認識した白線を用いて算出す
る曲率ρ１の推定精度は比較的低くなる。一方、走行軌跡Ｔｃは実際に先行車両ＭＢが走
行した軌跡であるため、走行軌跡Ｔｃから算出する曲率ρ２の推定精度は比較的高くなる
。また、先行車両ＭＢは、必ずしも走路の幅方向における中心を走行しているとは限らな
いため、走行軌跡Ｔｃから算出するオフセットｄ２の推定精度は比較的低くなる。
【００３１】
　このように、定常的な状況では、走路パラメータごとに、白線の認識結果に基づく推定
の基本特性と、走行軌跡Ｔｃに基づく推定の基本特性とが異なる。よって、自車両ＭＡの
制御に用いる３つの走路パラメータを一まとめにして、白線の認識結果に基づく第１パラ
メータか、走行軌跡Ｔｃに基づく第２パラメータか、選択することは望ましくない。
【００３２】
　そこで、パラメータ統合部２８は、走路パラメータのそれぞれについて、第１パラメー
タと第２パラメータとを統合する。本実施形態において、第１パラメータと第２パラメー
タとを統合することには、それぞれのパラメータの比率を０～１００％の範囲で変化させ
、その上で両パラメータを足し合せることを含む。
【００３３】
　ただし、雨天や夜間のような外乱等の影響がある都度の状況下では、二つの推定方法に
おける走路パラメータごとの推定精度の高低が、定常的な状況とは変わることもある。例
えば、白線の認識結果に基づくオフセットｄ１よりも、走行軌跡Ｔｃに基づくオフセット
ｄ２の方が、推定精度が高くなることもある。また、先行車両が存在しない場合など、走
行軌跡Ｔｃに基づく曲率ρ２よりも、白線の認識結果に基づく曲率ρ１の方が、推定精度
が高くなることもある。よって、都度の状況に関わらず、走路パラメータごとに、第１パ
ラメータと第２パラメータとを一様な比率で統合することは望ましくない。
【００３４】
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　したがって、パラメータ統合部２８は、図５に示すように、第１信頼度及び第２信頼度
に応じて、第１パラメータと第２パラメータとを統合して、統合パラメータを算出する。
上述したように、第１信頼度及び第２信頼度は、定常的な状況における推定精度に、都度
の状況における各種条件を加味した信頼度である。よって、第１信頼度及び第２信頼度に
応じて、第１パラメータと第２パラメータとを統合することにより、定常的な状況におけ
る基本特性に都度の状況を加味して、統合パラメータが算出される。パラメータ統合部２
８は、信頼度Ｒρ１及び信頼度Ｒρ２に応じて、曲率ρ１及び曲率ρ２を統合して、統合
パラメータである曲率ρ０を算出する。また、信頼度Ｒφ１及び信頼度Ｒφ２に応じて、
ヨー角φ１及びヨー角φ２を統合して、統合パラメータであるヨー角φ０を算出する。ま
た、信頼度Ｒｄ１及び信頼度Ｒｄ２に応じて、オフセットｄ１及びオフセットｄ２を統合
して、統合パラメータであるオフセットｄ０を算出する。
【００３５】
　具体的には、パラメータ統合部２８は、走路パラメータごとに、第１信頼度及び第２信
頼度に応じて、第１パラメータ及び第２パラメータのうちの一方を選択し、選択した一方
を統合パラメータとする。すなわち、走路パラメータごとに、第１パラメータと第２パラ
メータとで、信頼度の高い方のパラメータを、統合パラメータとする。例えば、曲率ρ１
の信頼度Ｒρ１よりも曲率ρ２の信頼度Ｒρ２の方が高い場合は、曲率ρ２を統合パラメ
ータの曲率ρ０とする。
【００３６】
　あるいは、パラメータ統合部２８は、走路パラメータごとに、第１信頼度及び第２信頼
度に応じて、第１パラメータ及び第２パラメータのそれぞれに重み付けして、重み付けし
た第１パラメータと第２パラメータとを足し合わせて、統合パラメータを算出してもよい
。例えば、統合パラメータの曲率ρ０を算出する場合、曲率ρ１にＲρ１／（Ｒρ１＋Ｒ
ρ２）の重みを付け、曲率ρ２にＲρ２／（Ｒρ１＋Ｒρ２）の重みを付けて、足し合せ
る。
【００３７】
　統合信頼度算出部２９は、パラメータ統合部２８により算出された各統合パラメータ、
すなわち曲率ρ０、ヨー角φ０、オフセットｄ０の統合信頼度Ｒρ０、Ｒφ０、Ｒｄ０を
それぞれ算出する。第１パラメータの曲率ρ１、ヨー角φ１、オフセットｄ１と、第２パ
ラメータの曲率ρ２、ヨー角φ２、オフセットｄ２とは、理想的にはそれぞれ一致するも
のであるが、何らかの推定誤差により差が生じる。一般に、第１パラメータと第２パラメ
ータとの差が大きい場合は、差が小さい場合よりも、統合パラメータに含まれる推定誤差
が大きい可能性が高い。よって、統合信頼度算出部２９は、統合パラメータのそれぞれに
ついて、対応する第１パラメータと対応する第２パラメータとの差が大きいほど、統合信
頼度を低下させる。
【００３８】
　具体的には、パラメータ統合部２８により、統合パラメータとして、第１パラメータと
第２パラメータのいずれか一方が選択された場合は、統合信頼度算出部２９は、選択され
た方のパラメータの信頼度を、第１パラメータと第２パラメータとの差が大きいほど低下
させて、統合信頼度とする。例えば、統合パラメータの曲率ρ０として、第２パラメータ
の曲率ρ２が選択された場合は、曲率ρ２の信頼度Ｒρ２を、曲率ρ１と曲率ρ２との差
が大きいほど低下させて、曲率ρ０の信頼度Ｒρ０とする。統合信頼度算出部２９は、第
１パラメータと第２パラメータとの差が所定値以下であれば、選択された方のパラメータ
の信頼度を上げ、差が所定値以下であれば、選択された方のパラメータの信頼度を下げて
、統合信頼度としてもよい。
【００３９】
　あるいは、パラメータ統合部２８により、第１パラメータと第２パラメータとを信頼度
で重み付けして足し合せた場合は、同様に第１信頼度と第２信頼度とを重み付けして足し
わせ、足し合せた信頼度を、第１パラメータと第２パラメータとの差が大きいほど低下さ
せて、統合信頼度とする。例えば、曲率ρ１と曲率ρ２とを重み付けして足し合せたもの
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を曲率ρ０とした場合は、信頼度Ｒρ１と信頼度Ｒρ２とを重み付けして足し合せたもの
を、曲率ρ１と曲率ρ２との差が大きいほど低下させて、曲率ρ０の信頼度Ｒρ０を算出
する。統合信頼度算出部２９は、第１パラメータと第２パラメータとの差が所定値以下で
あれば、重み付けして足し合せた信頼度を上げ、差が所定値以下であれば、重み付けして
足し合せた信頼度を下げて、統合信頼度としてもよい。
【００４０】
　支援処理部３０は、統合パラメータに基づいて、自車両の運転支援を実施する。運転支
援を実施する際、逸脱警報を実施するよりも操舵制御を実施する方が、運転者の負担を軽
減できるが、統合パラメータの誤差が大きいときに操舵制御を実施すると、走路内の走行
を妨げるおそれがある。よって、支援処理部３０は、統合パラメータの統合信頼度に応じ
て、運転支援の度合を変化させ、運転支援の度合に応じた制御指令を車両制御装置４０又
は警報装置５０へ送信する。
【００４１】
　例えば、支援処理部３０は、統合信頼度Ｒρ０、Ｒφ０、Ｒｄ０が全て第１閾値以上の
場合には、制御量として統合パラメータρ０、φ０、ｄ０から自車両ＭＡの操舵トルクを
算出し、算出した操舵トルクに応じた制御指令を操舵制御装置４０へ送信して、操舵制御
を実施する。また、支援処理部３０は、統合信頼度Ｒρ０、Ｒφ０、Ｒｄ０が全て第１閾
値よりも低い場合は、運転支援を実施せず、統合信頼度Ｒρ０、Ｒφ０、Ｒｄ０のうちの
いずれか１つが第１閾値よりも低い場合には、車線から自車両ＭＡが逸脱しそうなときに
、警報出力の制御指令を警報装置５０へ送信して、走路逸脱警報を実施する。
【００４２】
　ここで、統合パラメータに基づいて自車両の運転支援を実施する際に、比較的大きな操
舵トルクで自車両ＭＡを制御する場合、統合パラメータの誤差が大きいと、直ぐに自車両
ＭＡが走路を逸脱してしまうおそれがある。よって、支援処理部３０は、操舵制御を実施
する際に、統合信頼度Ｒρ０、Ｒφ０、Ｒｄ０に応じて、自車両ＭＡを制御する操舵トル
クの大きさを変化させる。
【００４３】
　具体的には、支援処理部３０は、例えば、統合信頼度Ｒρ０、Ｒφ０、Ｒｄ０が全て第
２閾値以上の場合には、比較的強い操舵トルクによる自車両ＭＡの操舵制御を実施する。
また、支援処理部３０は、統合信頼度Ｒρ０、Ｒφ０、Ｒｄ０のいずれかが、第１閾値よ
りも大きな値である第２閾値よりも低い場合には、比較的弱い操舵トルクによる自車両Ｍ
Ａの操舵制御を実施する。支援処理部３０は、比較的強い操舵トルクによる自車両ＭＡの
操舵制御を実施する場合は、統合パラメータから操舵トルクを算出する際のゲインを比較
的大きくする。また、支援処理部３０は、比較的弱い操舵トルクによる自車両ＭＡの操舵
制御を実施する場合は、統合パラメータから操舵トルクを算出する際のゲインを比較的小
さくして、操舵トルクを低減する。
【００４４】
　また、支援処理部３０は、制限部３１の機能を備える。制限部３１は、操舵トルクを算
出する際に用いる統合パラメータの大きさ及び変化量を制限値に制限する。制限値は統合
パラメータごとに設定されている。例えば、曲率ρ０の制限値がＸであり、算出された曲
率ρ０の値ＹがＸよりも大きい場合は、制限部３１は、操舵トルクを算出する際に用いる
曲率ρ０の値を制限値のＸとする。また、例えば、曲率ρ０の変化量の制限値がΔＸであ
り、前回の曲率ρ０の値がＡ、今回の曲率ρ０の値がＢで、変化量ΔＹ（＝Ｂ－Ａ）が制
限値のΔＸよりも大きい場合、制限部３１は、操舵トルクを算出する際に用いる曲率ρ０
の値を、Ａ＋ΔＸに制限する。すなわち、制限部３１は、操舵トルクを算出する際に用い
る曲率ρ０の値を、ＡからＢに一度に変化させず、Ａ＋ΔＸに制限する。
【００４５】
　さらに、制限部３１は、統合パラメータごとに、統合パラメータの統合信頼度に応じて
、制限値を変化させる。具体的には、制限部３１は、統合パラメータごとに、統合パラメ
ータの統合信頼度が低いほど、制限値を小さくする。例えば、制限部３１は、曲率ρ０の
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信頼度Ｒρ０が閾値よりも低い場合は、曲率ρ０の制限値及び曲率ρ０の変化量の制限値
を、信頼度Ｒρ０が閾値以上の場合よりも小さくする。なお、制限部３１は、各統合パラ
メータの大きさ及び変化量のいずれか一方を制限値に制限するだけでもよい。
【００４６】
　次に、運転支援を実施する処理手順について、図６のフローチャートを参照して説明す
る。本処理手順は、ＥＣＵ２０が、所定周期で繰り返し実行する。
【００４７】
　まず、カメラ装置１０により撮影された画像に基づいて、自車両ＭＡが走行する走路の
左右の白線を認識する（Ｓ２１）。続いて、レーダ装置１１により検知された検知情報、
及びカメラ装置１０により撮影された画像に基づいて、先行車両ＭＢを認識し、先行車両
ＭＢの走行軌跡Ｔｃを推定する（Ｓ１１）。
【００４８】
　続いて、Ｓ１０で認識した白線に基づいて、走路パラメータである曲率ρ１、ヨー角φ
１、オフセットｄ１を算出する（Ｓ１２）。続いて、Ｓ１１で推定した先行車両ＭＢの走
行軌跡Ｔｃに基づいて、走路パラメータである曲率ρ２、ヨー角φ２、オフセットｄ２を
算出する（Ｓ１３）。
【００４９】
　続いて、Ｓ１２で算出した曲率ρ１、ヨー角φ１、オフセットｄ１の信頼度Ｒρ１、Ｒ
φ１、Ｒｄ１をそれぞれ算出する（Ｓ１４）。続いて、Ｓ１３で算出した曲率ρ２、ヨー
角φ２、オフセットｄ２の信頼度Ｒρ２、Ｒφ２、Ｒｄ２をそれぞれ算出する（Ｓ１５）
。
【００５０】
　続いて、信頼度Ｒρ１と信頼度Ｒρ２、信頼度Ｒφ１と信頼度Ｒφ２、信頼度Ｒｄ１と
信頼度Ｒｄに基づいて、曲率ρ１と曲率ρ２、ヨー角φ１とヨー角φ２、オフセットｄ１
とオフセットｄ２をそれぞれ統合する。そして、統合パラメータである曲率ρ０、ヨー角
φ０、オフセットｄ０をそれぞれ算出する（Ｓ１６）。
【００５１】
　続いて、曲率ρ１と曲率ρ２との差、ヨー角φ１とヨー角φ２との差、オフセットｄ１
とオフセットｄ２との差に基づいて、統合パラメータの統合信頼度Ｒρ０、Ｒφ０、Ｒｄ
０をそれぞれ算出する（Ｓ１７）。
【００５２】
　続いて、統合パラメータρ０、φ０、ｄ０、及び統合信頼度Ｒρ０、Ｒφ０、Ｒｄ０に
基づいて、自車両ＭＡの操舵トルクを算出する（Ｓ１８）。統合信頼度が比較的低い場合
は、操舵トルクを０とし、走路逸脱警報を実施する、又は運転支援を実施しない。続いて
、Ｓ１７で算出した操舵トルクに応じた制御指令を車両制御装置４０へ送信する（Ｓ１９
）。走路逸脱警報を実施する場合は、自車両ＭＡが走路を逸脱しそうなときに、警報出力
を指令する制御指令を警報装置５０へ送信する。以上で本処理を終了する。
【００５３】
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏する。
【００５４】
　・走路パラメータごとに、白線認識に基づいて推定された第１パラメータと、走行軌跡
Ｔｃに基づいて推定された第２パラメータとが、各パラメータの信頼度に応じて統合され
、統合パラメータが算出される。よって、走路パラメータごとに、信頼度の高い統合パラ
メータを算出できる。したがって、白線の認識結果と先行車両ＭＢの走行軌跡Ｔｃとを適
切に用いて、走路を高精度に推定することができる。
【００５５】
　・外乱等の影響の少ない定常的な状況において、白線の認識結果に基づく推定では、曲
率ρ１の推定精度が比較的低くオフセットｄ１の推定精度が比較的高くなる。一方、同じ
状況において、走行軌跡Ｔｃに基づく推定では、曲率ρ２の推定精度が比較的高くオフセ
ットｄ２の推定精度が比較的低くなる。すなわち、パラメータ推定の基本特性としては、
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曲率ρ１よりも曲率ρ２の推定精度が高く、オフセットｄ２よりもオフセットｄ１の推定
精度が高くなる。よって、曲率ρ１と曲率ρ２、オフセットｄ１とオフセットｄ２を、個
別に統合すると効果的である。
【００５６】
　・都度の状況に応じて、定常的な状況での基本特性が変化することがある。各走路パラ
メータの時系列上の変化率は、定常的な状況における推定精度と都度の状況における各種
条件によって増減する。よって、走路パラメータごとに時系列上の変化率を逐次監視し、
その変化率に基づいて信頼度の変化を判定すれば、定常的な状況における推定精度に、都
度の状況における各種条件を加味した信頼度を判定できる。すなわち、走路パラメータご
との信頼度の判定を正しく実施できる。
【００５７】
　・走路パラメータごとに、第１信頼度及び第２信頼度に応じて、第１パラメータと第２
パラメータのうちの一方が選択され、選択された一方が統合パラメータとされる。この場
合、走路パラメータごとに、二つの異なる方法で推定されたパラメータのうちの信頼度の
高い方を選択して、信頼度の高い統合パラメータを算出することができる。
【００５８】
　・走路パラメータごとに、第１信頼度及び第２信頼度に応じて、第１パラメータ及び第
２パラメータのそれぞれが重み付けされ、足し合されて統合パラメータが算出される。こ
の場合、走路パラメータごとに、二つの異なる方法で推定されたパラメータの信頼度を反
映して、信頼度の高い統合パラメータを算出できる。
【００５９】
　・第１パラメータと第２パラメータとの差が大きい場合は、差が小さい場合よりも、統
合パラメータに含まれる誤差が大きい可能性が高い。よって、統合パラメータごとに、第
１パラメータと第２パラメータとの差が大きいほど、統合パラメータの統合信頼度が下げ
られる。これにより、各統合パラメータについて、適切な統合信頼度を算出できる。
【００６０】
　・統合パラメータの統合信頼度に応じて、自車両ＭＡを制御する操舵トルクの大きさを
変化させることにより、統合信頼度が高い場合には運転者の負担を軽減しつつ、統合信頼
度が低い場合には自車両ＭＡの走路逸脱を抑制することができる。
【００６１】
　・統合パラメータごとに、統合パラメータの大きさ及び変化量の少なくとも一方が制限
値に制限されることにより、自車両の操舵トルクが制限値に応じて制限される。そして、
統合パラメータごとに、統合信頼度に応じて制限値が変化させられる。これにより、統合
信頼度に応じて自車両の操舵トルクが制限される。したがって、統合信頼度が高い場合に
は運転者の負担を軽減しつつ、統合信頼度が低い場合には自車両ＭＡの走路逸脱を抑制す
ることができる。
【００６２】
　（他の実施形態）
　・先行車両ＭＢの認識は、レーダ装置１１により検知された検知情報、及びカメラ装置
１０により撮影された画像のいずれか一方のみに基づいて行ってもよい。なお、先行車両
ＭＢの認識を上記二つのうちのいずれか一方のみに基づいて行う場合は、レーダ装置１１
により検知された検知情報に基づいて行うと、例えば画像が不鮮明な状況でも、走行軌跡
Ｔｃに基づいて推定した走路パラメータを用いて、運転支援を実施できる。
【００６３】
　・運転支援として、自車両ＭＡの操舵制御のみを実施し、逸脱警報制御は実施しなくて
もよい。すなわち、統合信頼度が閾値よりも高い場合には操舵制御を実施し、統合信頼度
が閾値以下の場合には運転支援を実施しなくてもよい。この場合、警報装置５０はＥＣＵ
２０に接続されていなくてもよい。
【００６４】
　・ＥＣＵ２０の各機能は、車両に搭載された処理装置（コンピュータ）であるＥＣＵ２
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０に限らず、例えば運転者が所持する携帯情報端末等の処理装置で実現してもよい。
【符号の説明】
【００６５】
　２０…ＥＣＵ、ＭＡ…自車両、ＭＢ…先行車両。

【図１】 【図２】
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